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成年後見制度の概要 

 

（１）成年後見制度とは 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力の不十分な方の権利や財産を守り、

保護するために援助者を選任する制度です。自分で不動産や預貯金などの財産管理、ヘルパーや

施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合があります。また、自分にとって不

利益な契約であっても、判断することができずに契約を結んでしまい、悪徳商法や詐欺などの被

害に遭う恐れもあります。このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制

度です。 

 

（２）成年後見制度の種類 

成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。 

法定後見制度 すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあっ

た契約を取り消したりする制度 

任意後見制度 今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度 

 

① 法定後見制度 

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判断能力の程度など、本人の

事情に応じた制度を利用できるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によ

って選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が、本人の利益を考えながら、本人を

代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本

人が同意を得ないで行った、不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を

保護・支援します。 

 

② 任意後見制度 

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になっ

た場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分の生活、療養看護や財

産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作成する公正証書

で結んでおくものです。そうすることで本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見

契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理

して契約等をすることによって本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になりま

す。 
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 後見 保佐 補助 

判断能力 欠く 著しく不十分 不十分 

 日常的な買い物 一人でできない 一人でできる 

 不動産の売買 

金銭の貸し借り

高額の買い物 

支払い可能かの判断が

つかない 

一人でできるかもしれ

ないが、念のため援助

してもらったほうが良

い 

支援する人 成年後見人 保佐人 補助人 

支援を受ける人 成年被後見人 被保佐人 被補助人 

成年後見人等の同

意が必要な行為 

 民法第 13 条第 1 項の

所定の行為と申立ての

範囲内で家庭裁判所が

審判で定める特定の法

律行為 

申立ての範囲内で家庭

裁判所が審判で定める

特定の法律行為（民法

第 13 条第 1 項の所定

の行為の一部） 

取消しが可能な行

為 

日常生活に関する行為

以外の行為 

同上 同上 

成年後見人等に与

えられる代理権の

範囲 

財産に関する全般的な

法律行為 

申立ての範囲内で家庭

裁判所が審判で定める

特定の法律行為 

同左 

※本人以外の者の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、補助開始の審判や補助人に同意権・代

理権を与える審判をする場合は本人の同意が必要になります。 

※日用品の購入などの日常生活に関する行為は取消しできません。 

※民法第 13 条第 1 項の行為 

・借金の元本の返済を受けたり、預貯金の払い戻しを受けたりすること。 

・金銭を借り入れたり、保証人になること 

・不動産等の重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。 

・民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。 

・贈与すること、和解・仲裁合意をすること。 

・相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。 

・贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。 

・新築・改築・増築や大修理をすること。 

・一定の期間を超える賃貸借契約をすること。 

・上記の行為を制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人）

の法定代理人としてすること。 
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成年後見制度利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

  

※申立てできる人

※申立てできる人

法定後見制度 任意後見制度

申立て 任意後見契約

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審
判を申し立てる

本人と任意後見を依頼された人（任意後
見受任者）とで任意後見の内容を取り決
め、公証人が作成する公正証書で、契約
を締結する。
法務局で任意後見契約の登記がなされ
る。

本人、配偶者、四親等内の親族、市区町
村長など

支援開始と同時に、法務局に後見登記さ
れる。

審判手続き

本人の判断能力が不十分になった場合家庭裁判所が書類審査、本人や申立人と
の面談を行う。
必要に応じて、本人の判断能力の鑑定を
することがある。 申立て

任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申
し立てる

審判

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後
見受任者など

家庭裁判所が後見等の開始を決定し、成
年後見人等を選任する。
結果は、本人、申立人、選任された成年
後見人に通知される。

審判手続き

家庭裁判所が本人や任意後見受任者との
面談を行う。
必要に応じて、本人の判断能力の鑑定を
することがある。

支援開始

支援開始と同時に、法務局に成年後見登
記される。

審判

家庭裁判所が任意後見監督人を選任す
る。
結果は、本人、任意後見受任者、選任さ
れた任意後見監督人に通知される。

支援開始
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申立てに必要なもの 

申立書類 ・申立書         ・収支状況報告書 

・申立事情説明書     ・後見人等候補者事情説明書 

・本人の財産目録 

診断書 ・本人に関する医師の診断書 

戸籍などの資料 ・戸籍記載事項全部事項証明書（申立人、本人） 

・申立人と本人が４親等内の親族であることを証明する戸籍 

・住民票又は戸籍附票（本人） 

・住民票又は戸籍附票（候補者） 

・成年後見に関する登記事項証明書（本人） 

・本人の財産を証明する書類 

（不動産登記事項証明書、固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書、

預貯金通帳や保険証書の写しなど） 

諸費用など ・申立手数料 １件につき８００円分の収入印紙 

  後見開始又は保佐開始の申立てのみ：      ８００円 

  保佐開始＋代理権付与の申立て：      １，６００円 

補助開始＋代理権又は同意権付与の申立て： １，６００円 

補助開始＋代理権付与＋同意権付与の申立て：２，４００円 

・郵便切手  ３，０００円程度 

・登記手数料 ２，６００円分の収入印紙 

・鑑定費用  ３～１０万円程度（家庭裁判所が必要とした場合） 
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成年後見人等の職務 

 

（１）成年後見人等の３つの職務 

① 身上監護 

 

身上監護とは「被後見人等の生活や、健康、療養などのお世話を行うこと」ですが、あくまで

も成年後見人等の職務は、身上監護に関する「法律行為（又はこれに付随する行為）」を行うこと

であり、介護労働等の事実行為を含むものではありません。 

身上監護の主な内容は次のとおりです。 

ア）医療に関する事項（診療契約・入院契約・医療費の支払、医療情報の収集や情報提供等） 

イ）住居の確保に関する事項（賃貸借契約、賃料の支払等） 

ウ）施設の入退所及び処遇の監視･異議申立等に関する事項（施設契約、施設費支払等） 

エ）介護･生活維持に関する事項（介護契約、生活保護申請、利用料の支払等） 

成年後見人等は、これらの事項に関して、契約の締結や契約内容の確実な履行の監視、場合に

よっては契約相手方に対する改善を求めることになります。また、契約内容に基づいて費用を支

払うことも、当然に成年後見人等の職務になります。さらに、必要な場合には、生活保護の申請

や介護保険における要介護認定に対する異議申立てを行うなどの、公法上の行為も成年後見人等

の職務となります。 

 

 

② 財産管理 

 

財産管理とは、被後見人等の財産の適正な管理であり、主な内容は次のとおりです。 

ア）印鑑や貯金通帳の保管・管理 

イ）不動産の維持・管理（固定資産税の支払を含む） 

ウ）保険金や年金などの受領 

エ）必要な経費（公共料金など）の支出 

オ）生活資金捻出のための動産及び不動産の処分 

カ）「遺産分割協議」「遺留分減殺請求」などの法律行為 

また、被後見人等は、財産管理能力が十分では無いため、同人が無断で法律行為（売買契約な

ど）を行った場合には、被後見人等にとって不利益な結果をもたらすことが考えられます。した

がって、そのような場合、被後見人等の財産を散逸させないように法律行為について取消を行う

こととなります。 

成年後見人等には、広範な代理権と取消権が与えられますが、被後見人所有の居住用不動産（被

後見人が現に居住している不動産、又は将来後見人が帰住する可能性がある不動産）について、

売却・賃貸・賃貸借の解除・取り壊し・抵当権の設定などを行う場合には、必ず家庭裁判所の事

前許可が必要となります。 
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③ 家庭裁判所への報告 

 

成年後見人等に選任されたら、まず家庭裁判所が指定する期間内（通常は１か月以内）に被後

見人の資産や収入等の調査を行ったうえ、「後見等事務計画書」「財産目録」及び「収支状況報告

書」の作成（その内容を証明する資料（預金通帳の写しなど）も添付）を行い、家庭裁判所に報告

します。なお、期間内に調査を終えることが難しい場合には、家庭裁判所に「財産目録調製期間

の伸長の申立て」を行い、報告期限の延長を求めることが可能です。 

また、成年後見人等は、適時に（通常は１年に１回程度）、家庭裁判所へ後見等事務報告書、財

産目録等を提出し、家庭裁判所の監督を受けることとなります。最後に、被後見人等が死亡した

場合には、原則として終了時から２か月以内に、家庭裁判所に対し、相続人等に財産を引き継い

だ上で後見終了報告を行います。 

 

 

（２）成年後見人等ができない主な行為 

① 事実行為 

食事や排泄等の介助や清掃、送迎、病院等への付き添いなどの行為をいいます。成年後見人等

は契約等の法律行為又はそれに付随する行為を行うものであり、本人に事実行為の必要が生じた

ときには、介護保険やその他の制度を利用し、ヘルパーなどの専門職にゆだねることになります。 

なお、親族が後見人の場合、その後見人が行っている場合がありますが、これはあくまでも親

族の立場で行っているものであり、後見人の職務の範囲外であることは変わりありません。 

② 身元保証人・身元引受人・入院保証人等になること 

福祉施設の入所契約書には、身元保証人・身元引受人を連帯保証人としている場合があります

が、成年後見人等は「財産管理」の中で入所費用の支払いをし、「身上監護」の事務を行うことが

職務となっており、これらに就任することは範囲に含まれていません。 

なお、親族が後見人の場合には、本人の保証人等を引き受けている場合もありますが、これは

あくまでも親族の立場として引き受けているのであり、後見人の職務の範囲外であることに変わ

りはありません。 

③ 医療行為への同意 

医療行為というのは病気や怪我を治療する行為であり、予防接種や歯科治療など比較的簡単な

ものから、手術や延命措置等広範囲に及びます。これら本人に対する医療行為に関する判断は本

人固有のもので、代理権の及ぶものではないとされています。 

④ 一身専属的な権利の代理行為 

結婚・離婚・養子縁組・離縁等は、本人の身上に大きな影響を与える事項であるため、本人の

意思のみによってなされるべきであるとされており、成年後見人等であっても権限として付与さ

れていません。 
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（３）本人の死後の事務について 

被後見人等が死亡した場合、後見等は当然に終了し、後見人等は原則その権限を喪失すること

になります。しかし、実務上被後見人死亡後も一定の事務（いわゆる死後事務）を行うことにつ

いて、社会通念上これを拒むことが困難なことがあります。従前、被後見人の死後事務の範囲に

ついて明確でなかったため、平成２８年の民法等の一部改正により、①相続財産の保存行為、②

被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約等の締結などについて明文化されました（保佐人、

補助人、任意後見人及び未成年後見人には、この規定の適用はありません。）。 

なお、相続人が存在しない場合または法定相続人がすべての相続放棄を行った場合や、本人の

財産や負債を処理する必要がある場合には、元・成年後見人等や債権者等の利害関係人等から、

家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任の申立てを行う必要があります。 

 

 

【参考：大分県市町村申立てマニュアル平成 30 年 ７ 月大分県成年後見制度推進連絡会議・市

町村長申立マニュアル作業部会】
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成年後見人等の報酬額 

 

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、

相当な報酬を後見人に与えることができるとされています（民法８６２条）。報酬は申立てがあ

ったときに審判で決定されます。報酬額の基準は法律に定めがある訳ではないため、裁判官が対

象期間中の後見等の事務内容（財産管理及び身上監護）及び成年後見人等が管理する被後見人等

の財産の内容等を総合考慮して裁判官の裁量により各事案における適正妥当な金額を算定し審判

をしています。 

 

（１）基本報酬 

① 成年後見人 

成年後見人が，通常の後見事務を行った場合の報酬（これを「基本報酬」と呼びます。）のめ

やすとなる額は，月額１～２万円です。 

ただし，管理財産額（預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額）が高額な場合には，財産管

理事務が複雑，困難になる場合が多いので，管理財産額が１０００万円を超え５０００万円以下

の場合には基本報酬額を月額３万円～４万円，管理財産額が５０００万円を超える場合には基本

報酬額を月額５万円程度とします。 

なお，保佐人，補助人も同様です。 

② 成年後見監督人 

成年後見監督人が，通常の後見監督事務を行った場合の報酬（基本報酬）のめやすとなる額

は，管理財産額が５０００万円以下の場合には月額１万円～２万円，管理財産額が５０００万円

を超える場合には月額２万５０００円～３万円とします。 

なお，保佐監督人，補助監督人，任意後見監督人も同様です。 

 

（２）付加報酬 

成年後見人等の後見等事務において，身上監護等に特別困難な事情があった場合には，上記基

本報酬額の５０パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。 

また，成年後見人等が，例えば，報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為

をした場合には，相当額の報酬を付加することがあります（これらを「付加報酬」と呼びま

す。）。 

 

（３）複数成年後見人等 

成年後見人等が複数の場合には，上記２及び３の報酬額を，分掌事務の内容に応じて，適宜の

割合で按分します。 

 

 

【参考：成年後見人等の報酬額のめやす平成２５年１月１日付け東京家庭裁判所東京家庭裁判所

立川支部発出】 
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意思決定支援 

 

意思決定が困難と思われる場合であっても、意思決定をしながら尊厳をもって暮らしていくこ

とが重要となっています。本人の示した意思が他者を害する場合や本人にとって見過ごすことの

できない重大な影響が生ずる場合でない限り尊重されます。意思決定にあたっては、身近な信頼

できる関係者等がチームとなって必要な支援を行う体制（意思決定支援チーム）が必要となりま

す。 

 

民法 858 条、876 条の 5 第 1 項、876 条の 10 第 1 項においても、後見人等が本人の意思を尊

重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮することが求められています。後見人等を含め、本

人が関わる支援者らが常に「意思決定の中心に本人を置く」ための意思決定の共通理解を深める

ために「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が令和 2 年 10 月 30 日に策定され

ています。 

その他、各場面における意思決定支援のためのガイドラインが公表されています。 

 

【参考：認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン読み方と活かし方】 

 

住居・財産などの社会生活 

本人が決める意思決定支援 代理・代行 

非日常 

毎日の生活 日常 

生命・身体 

人生の最終段階における医療・ケアの

決定プロセスに関するガイドライン 

身寄りのない人の入院及び医療に係る 
意思決定が困難な人へ の支援に関する 
ガイドライン 

障害福祉サービス 等の提供に係る

意思決定支援ガイ ドライン 

認知症の 人の日常生活・社会生活

における意 思決定支援ガイドライン 

チームのイメージ図 
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別府市成年後見制度利用促進審議会委員名簿 

 

         

  団体名等 役 職 氏 名 

1 別府市医師会 副会長 金馬
キンバ

 義平
ヨシヒラ

 

2 大分県弁護士会 弁護士 籾倉
モミクラ

 了
ノリ

胤
カズ

 

3 大分県司法書士会 権利擁護委員会委員 笠岡
カサオカ

 和
カズ

惠
エ

 

4 大分県社会福祉士会 
ぱあとなあ業務      

監査委員 
青田
アオタ

 和
カズ

憲
ノリ

 

5 別府市朝日地域包括支援センター 管理者 田川
タガワ

 恵美子
エミコ

 

6 別府市民生委員児童委員協議会 副会長 友永
トモナガ

 瑤子
ヨウコ

 

7 別府大学 文学部 准教授 日和
ヒヨリ

 恭世
ヤスヨ

 

8 別府市社会福祉協議会 常務理事 釜堀
カマホリ

 秀樹
ヒデキ

 

9 相談支援事業所ぱれっと 室長補佐兼係長 橋本
ハシモト

 和美
カズミ

 

10 別府市役所市民福祉部 部長 田辺
タナベ

 裕
ヒロシ
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令和３年度別府市成年後見制度利用促進審議会経過 

 

 

開催日 開催場所 議 事 内 容 

第 1 回審議会 

令和３年５月２６日（水） 

書面開催 

 

書面開催 

・委員委嘱 

・会長・副会長の選任 

・ニーズ調査の経過報告 

・今後の審議日程 

・その他 

第２回審議会 

令和３年７月２７日（火） 

１０：３０～ 

 

別府市水道局 

３会大会議室 

・議事録署名委員の選出 

・別府市成年後見制度利用

促進基本計画素案について 

・その他 

第３回審議会 

令和３年９月２９日（水） 

１３：３０～ 

 

WEB 開催 

・議事録署名委員の選出 

・別府市成年後見制度利用

促進基本計画素案について 

・その他 

第４回審議会 

令和３年１１月２２日（月） 

１３：３０～ 

 

別府市水道局 

３会大会議室 

・議事録署名委員の選出 

・パブリックコメントにつ

いて報告 

・別府市成年後見制度利用

促進基本計画素案について 

・その他 

市長への報告及び計画の決定 

令和４年３月 

審議会最終原案の報告のと

おり計画決定 
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○別府市成年後見制度の利用の促進に関する条例 

令和 3年 3月 12日 

条例第 3号 

(目的) 

第 1条 この条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成 28年法律第 29号。以

下「法」という。)の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進について、その基本理

念を定め、市の責務を明らかにすること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

(基本理念) 

第 2条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等(法第 2条第 2項に規定する成年被

後見人等をいう。以下同じ。)が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有す

る個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成

年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が

尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われ

るべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 

2 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、

市民の中から成年後見人等(法第 2条第 1項に規定する成年後見人等をいう。以下同じ。)の

候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること

等により、成年後見制度の利用に係る需要に的確に対応することを旨として行われるものと

する。 

(市の責務) 

第 3条 市は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国や他の地方公共団体との

連携を図りつつ、自主的かつ主体的に施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(関係者の協力) 

第 4条 成年後見人等、成年後見等実施機関(法第 2条第 3項に規定する成年後見等実施機

関をいう。以下同じ。)及び成年後見関連事業者(同条第 4項に規定する成年後見関連事業者

をいう。以下同じ。)は、市が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

(市民の理解と協力) 

第 5条 市民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、市が実施す

る成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

(関係機関等の相互の連携) 

第 6条 市並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見

制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるもの

とする。 

(基本計画の策定) 

第 7条 市長は、法第 12条第 1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、

市の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画(以下
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「基本計画」という。)を定めるものとする。 

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるよう適切

な措置を講じなければならない。 

3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、別府市成年後見制度利用促進審

議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前 3項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(連携ネットワークの構築等) 

第 8条 市長は、成年後見制度の利用の促進に関し、市の区域に所在する成年後見人等、成

年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るためのネッ

トワークの構築及び当該ネットワークを適切に運営していくための中核となる機関の整備を

するものとする。 

(成年後見制度の利用に関する支援等) 

第 9条 市長は、成年後見制度の利用に関する支援その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

(別府市成年後見制度利用促進審議会の設置) 

第 10条 市に、法第 14条第 2項の規定により別府市成年後見制度利用促進審議会(以下

「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 基本計画に関し、第 7条第 3項に規定する事項を処理すること。 

(2) 市長の諮問に応じ、市の区域における成年後見制度の利用の促進に関する事項を調査

審議すること。 

(3) 前 2号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、市長に対

し、意見を述べること。 

(4) 市が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況を調査し、必要があ

ると認めるときは、市長に対し、意見を述べること。 

3 審議会は、委員 10人以内で組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 医療又は福祉の関係者 

(2) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の職にある者 

(3) 識見を有する者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

5 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委任) 

第 11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 
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附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31年別府市条例第

25号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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○別府市成年後見制度利用促進審議会規則 

令和 3年 3月 31日 

規則第 20号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、別府市成年後見制度の利用の促進に関する条例(令和 3年別府市条例

第 3号)第 11条の規定に基づき、別府市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」と

いう。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 2条 審議会に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

(会議) 

第 3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

(関係者の出席等) 

第 4条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、審議会の会議に出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他の必要な協力を求めることが

できる。 

(部会) 

第 5条 審議会は、その所掌事務に係る専門的な事項を調査審議させるため、部会を置くこ

とができる。 

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちか

ら部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

6 前 2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第 3条第 1項及び

前条中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。 

(補足) 

第 6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

(別府市役所事務分掌規則の一部改正) 
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2 別府市役所事務分掌規則(平成 17年別府市規則第 24号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 


